
義務(

任意(

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　今後も昭島市生涯学習推進計画に基づき、生涯学
習の推進のため社会教育事業が円滑に行われるよう
努める。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は7番目である。 判

断
理
由

　第2次生涯学習推進計画「あきしま学びプラン」
を推進するために、様々な社会教育事業の円滑かつ
適切、効率的な運営を継続的に図るためには引き続
き直営で行うことが望ましい。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　昭島市生涯学習推進計画を推進するために様々
な社会教育事業を円滑かつ適切、効率的に行って
いる

判
断
理
由

再任用職員、嘱託職員、臨時職員を採用し、事務の
効率化、健全化を図っている。また、事務経費の削
減にも日々努力を重ねている。

総事業費 千円 8,188 8,332 8,141 7,830

人工数 人 0.50

再任用代替嘱託職員人件費 千円 1,450

人工数 人 0.50 0.50 0.50

再任用職員人件費 千円 2,400 2,310 2,365

人工数 人 0.30 0.30 0.30 0.30

一般職員人件費 千円 2,400 2,502 2,394 2,508

一般財源 千円 3,378 3,513 3,375 3,865

その他特定財源 千円 10 7 7 7

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

社会教育事業全般 　社会教育事業の円滑かつ効率的な運営

実施内容 実績・成果
　社会教育課事務経費（社会教育主事嘱託職員報酬
等、青少年教育協力者感謝状記念品、事務用消耗
品、「昭島の社会教育」冊子製本、社会教育課用軽
自動車燃料・維持管理費などの支払い等、庶務的な
事務を行う。
　平成30年度、東京都立多摩職業能力開発センター
の協力により、社会教育課の庁用車にアキシマクジ
ラのPRイラストをペインティングを施した。

　社会教育事業の適切・効率的な運営を図った。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 3,388 3,520 3,382 3,872

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市生涯学習援助協力者活

用要綱大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

社会教育事務
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　社会教育委員は他市と比較しても非常に活発な活
動をしており、第２次生涯学習推進計画の進捗状況
の確認や、市の生涯学習の推進に関し大きな影響を
与えている。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育法第15条及び昭島市社会教育委員設
置条例に基づき設置されている。 判

断
理
由

　月1回の会議も、市役所もしくは市立会館などで
実施しており、会場費等無駄がない。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

平成30年度は、市民の声を直接聞くワークショップ
「市民のニーズを活かすつなげるあきしま会議」を開
催し、その結果もふまえ建議「市民相互と地域のつな
がりを育てる生涯学習を推進するための社会教育の役
割」を提出をした。

判
断
理
由

　月１回の会議も議長を中心にスムーズに進行し、
毎回有意義な意見が交わされている。適宜研修等へ
も参加し、その内容について共有するなど、有効か
つ効率的に運営されている。

総事業費 千円 2,675 2,743 2,707 2,627

人工数 人 0.10

再任用代替嘱託職員人件費 千円 290

人工数 人 0.10 0.10 0.10

再任用職員人件費 千円 480 462 473

人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836

一般財源 千円 1,395 1,447 1,436 1,501

その他特定財源 千円

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

社会教育委員 社会教育委員の活動及び社会教育委員会議の円滑な運
営

実施内容 実績・成果
　社会教育委員会議が毎月開催（１回２時間）さ
れ、それら会議の会議録の作成、関係資料の作成・
配布、情報の提供や委員報酬の支払いなどを行って
いる。
　また、社会教育関係の研究大会や東京都市町村社
会教育委員連絡協議会などに参加し、研修及び情報
交換を行うことにより、情報収集やその活用を行っ
ている。

「あきしま学びぷらん（第2次昭島市生涯学習推進計
画」の後期ににむけて、市民の声を直接聞く「市民の
ニーズを活かすつなげるあきしま会議」を開催し、建
議「市民相互と地域のつながりを育てる生涯学習を推
進するための社会教育の役割」を作成し提出をした。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 1,395 1,447 1,436 1,501

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 社会教育法、昭島市社会教育

委員設置条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 003 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

社会教育委員事務
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

社会教育委員会議のと連携の「市民のニーズを活か
す・つなげるあきしま会議」では、研修の効果が見ら
れるため、今後も参加者が増えていくよう取り組む。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　子ども会の数が減少を続けており、この傾向に歯
止めをかけることは難しいが、子ども会への補助金
の交付に関する役員の負担を軽減できるよう、手続
きの方法の見直しを図っていく。

(前年度 A ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 4

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は８番目程度である。 判

断
理
由

　補助金の交付に当たっては、１０月に次年度の交付要望
を聞き予算案を作成し、社会教育委員会議の意見を伺いな
がら実施している。研修会なども、時代の流れに即したも
のや、団体活動を向上させるものなど実情に即した内容と
しており妥当である。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　指導者研修会の参加者から得られる今後の活動への
ヒントや、補助金の交付により、自主財源だけでは実
現できない事業を展開している。社会教育関係団体の
登録制度は市民がサークル活動に参加したいとき等の
参考として活用されている。

判
断
理
由

　研修会を委託することは可能であるが、年間２回
程度開催する研修会を委託することは、あまり効率
的ではなく、現在の直営方式が妥当である。

総事業費 千円 2,625 2,787 2,647 3,014

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672

一般財源 千円 1,007 1,101 1,033 1,324

その他特定財源 千円 18 18 18 18

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　社会教育関係団体等 　市民の自主的な社会教育活動を促進し、市の社会教
育の発展を図る。

実施内容 実績・成果
　指導者等を対象とした研修会の開催。補助金の交
付、社会教育関係団体の登録、更新事務。

　平成30年度は指導者、子ども会のリーダー等を対象
とした研修会の開催や、団体活動ステップアップ研修
を実施した。延べ85名の参加があり有意義な研修で
あった。補助金の交付は、単位子ども会へ29団体、社
会教育関係団体等へ５団体に交付し、各団体の継続的
かつ活発な活動の一助となっている。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 1,025 1,119 1,051 1,342

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 社会教育関係団体登録要綱、青少年教育協力者感

謝状贈呈要綱、子ども会活動費補助金交付要綱、
社会教育関係団体補助金交付要綱大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 004 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

社会教育関係団体指導育成事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持○生涯学習援助協力者のさらなる推進を図り地域の
つながりと絆を実感できるよう取組たい。
○生涯学習サポーターのさらなる育成を図るととも
に活動の自立と活性化を目指す。
○第２次生涯学習推進計画は平成24年度に策定され
たため、校区協議会の見直しを含め平成34年度改定
を予定する。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は４番目程度である。 判

断
理
由

　パソコン教室では受講者から講師料の一部を受講
料として徴収している。生涯学習サポーター養成講
座は、前期の受講者も再度受講することで、より理
解が深まり、また、後期の受講者とも交流を深める
ことができ活動の活性化が図られた。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　校区協議会の活動は推進が図れていないが、地
域にあるウィズユースの活動は活発である。
　生涯学習サポーター養成講座受講修了者への期
待は高く、５回目のサポーター養成講座を開催す
ることができた。

判
断
理
由

　中高年のためのパソコン教室は職員の負担も少なくおおむ
ね効率よく実施されている。生涯学習サポーター養成講座
は、昭島生涯学習サポーターの会まなぶンのメンバーの協力
があり、効率よく運営されている。また、同メンバー企画の
事業も新規事業だけでなく定期的に開催されるなど、活躍の
幅が広がってきている。

総事業費 千円 2,056 2,179 1,786 2,141

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672

一般財源 千円 422 476 155 431

その他特定財源 千円 13 13 13 13

25

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円 21 22 22

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民 　各々が課題を見出し学び続ける生涯学習活動を通し、生きがいの発
見、自己実現を図り地域への愛着心をはぐくみ、住み続けたいまち昭
島へのまちづくりへ貢献する。

実施内容 実績・成果
○中高年のためのパソコン講習会
　パソコンの操作技術を習得することにより、地域
活動・生涯学習活動の推進を図る。
○生涯学習サポーターの養成
　養成講座を開催することにより、生涯学習のさら
なる推進を図っている。

○中高年のためのパソコン講習会
　福島会館パソコンルームで開催。延48名の参加が
あった。アンケート結果からも概ね満足頂いた。
○パソコン講座は、毎年定員を超える応募がある。
○生涯学習サポーター養成講座は年2回開催し受講者
21名であった。
○生涯学習サポーターの会まなぶンによる自主講座が3
講座スタートした。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 456 511 190 469 都支出金
・高齢社会対策区市
町村包括補助金
その他特定財源
・各種講習会受講料

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市生涯学習校区協議会補

助金交付要綱大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 005 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

生涯学習推進事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け

382



義務(

任意(

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　成人式への機運を盛り上げるため、新成人向けに
ツイッタ—を使い情報を配信するなど、より多くの
参加者を得られるよう努めたい。
　成人年齢が18歳に引き下げられることによる成人
式の実施方法の検討が必要である。国や他市の状況
など情報収集を図りたい。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は10番目程度である。 判

断
理
由

　昭島の未来を託す新成人を祝福し、成人としての
自覚と昭島市民であることを再確認し、郷土愛を育
むため、新成人が一堂に会するホテルでの式典は本
市の特徴であり、妥当であると考える。

③達成度（成果はどの程度あるか） 5 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　新成人として社会に羽ばたくこの時期に、子ど
も時代を振り返り、地元の良さを再確認し、自分
を育ててくれた「あきしま」にこれから何が出来
るか、考えていただくためには非常に有効であ
り、毎年高い出席率を誇っている。

判
断
理
由

　新成人による実行委員会形式の運営と、フォレス
ト・イン昭和館を利用することにより、従事する職
員の削減と、高い出席率を実現している。式典当日
に職員ボランティアを配置し会場整理を行ったこと
により、式典終了後の混雑解消に効果が見られた。

総事業費 千円 4,021 4,173 4,066 4,220

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672

一般財源 千円 2,421 2,505 2,470 2,548

その他特定財源 千円

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　当該年度に２０歳になる新成人 　人生の節目として新しい門出を祝福し、成人として
の自覚を促し、昭島市民であることを再確認する。

実施内容 実績・成果
　成人の日にフォレスト・イン昭和館　シルバン
ホールにおいて、成人式を開催している。新成人の
実行委員による企画・運営により、世代に合った内
容の式典が行われている。
　成人式当日は職員のボランティアを活用し、会場
整理にあたった。

　平成30年度の出席者は、対象者1,104人に対し、参
加者802人、参加率72.6％と高い出席率となってい
る。
　平成30年度も会場外に警備員を配置し、式の安全を
確保するとともに。会場内に職員ボランティアを配置
し会場整理を実施した。混乱もなく盛大に実施でき
た。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 2,421 2,505 2,470 2,548

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市成人式実施要綱、昭島

市成人式実行委員会会則大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 006 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

成人式開催事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持○学習指導要領が改正され、土曜授業の増加が見込
まれている。
○学校週休2日制が開始されてから一定の期間が経
過したため、児童の土曜日の過ごし方に変化が表れ
ており、居場所づくりとしての役割は終えてきたも
のと考える。
○講師を地域の高齢者としていたが、若い学生など
との交流について検討したい。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 2 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は13番目程度である。 判

断
理
由

　囲碁教室・陶芸教室及びダブルダッチも講師はボ
ランティアで運営しており、地域住民の技能や技術
また、ふれあいの時間を活かす場として、実施して
いる。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　囲碁をすることにより集中力、創造力、豊かな発想、礼儀正し
さが身につき、対局の勝敗による喜び・悲しみ・葛藤が人格育成
に必要な感情をコントロールする訓練となり、子どもたちを成長
させた。また、陶芸を通して物づくりの体験、喜びをあじわうこ
とができた。また、ダブルダッチの開催により、年齢的に近い身
近な大学生とのふれあいの時間を作ることができた。

判
断
理
由

　囲碁教室・陶芸教室及びダブルダッチもボラン
ティア講師で運営しているので、経費も少なく支出
を抑えて実施している。

総事業費 千円 2,619 2,326 2,238 2,337

人工数 人 0.20 0.20 0.20

再任用代替嘱託職員人件費 千円 580 580 580

人工数 人 0.20

再任用職員人件費 千円 960

人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672

一般財源 千円 36 42 25 49

その他特定財源 千円 23 36 37 36

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　小学生、中学生、保護者、ボランティア講師 　子どもたちの居場所づくりと生涯学習の推進。楽し
みながら異世代間や異年齢の子ども同士の交流による
人間関係の形成。

実施内容 実績・成果
・囲碁教室
　小・　中学生を対象に登録ボランティアである講師が、囲碁につい
ての指導を行う。
・陶芸教室
　小・中学生を対象とした教室を3回実施し、いずれも登録ボラン
ティアが陶芸の指導を行い陶芸作品を制作。
・陶芸教室作品展
　市役所ロビーで、陶芸教室参加者の作品を展示
・ダブルダッチ
　総合スポーツセンターで、2本の縄を使い縄跳びする

社会教育関係団体や地域の市民ボランティアによる講師は、子どもや保護
者などの異世代間のふれあいを通じいきいきとし、土曜地域ふれあい事業
が生きがいにもなっている。
・囲碁教室　夏休みをのぞく６月から１0月の第１.３土曜日
　延べ参加者 小学生198名、ボランティア講師41名
・陶芸教室　７・10月の土曜日（6日間）
　延べ参加者　小学生67名、ボランティア講師42名
・陶芸教室作品展　　　市役所ロビーで、指導にあたった講師の先生方の
日頃からの作品と、陶芸教室参加者の作品を展示。
・ダブルダッチ　11/24　小学生29名、ボランティア講師12名

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 59 78 62 85 その他特定財源
・各種講習会受講料

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市生涯学習校区協議会補

助金交付要綱大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 007 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

土曜地域ふれあい事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

 引続き、文化財の保護、保存及び活用等について専門
的見地から、助言、指導等行う。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　専門職員（学芸員）が設置されていないなか、文
化財保護審議会委員の役割は重要である。
　また、市文化財行政にとって、専門的見地からの
指導・助言等をは必要である。
　なお、委員の高齢化及び新規の委員発掘が急務。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 2

判
断
理
由

　文化財保護法の規定に基づき、文化財保護審議
会条例に定められている。 判

断
理
由

　文化財に係る様々な分野の専門知識を持つ方々で
構成され、年６回の審議会を開催。市の責務となる
文化財の保護。保存及び活用を行ううえで、専門職
（学芸員）の設置がされていない中、審議を行い指
導・助言等をいただいている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　教育委員会の諮問により、平成３０年度には、昭島市指定文化財
「中神・熊野神社本殿及び拝殿、アキシマクジラ化石標本」につい
て、新たに市指定とすべき文化財であることを答申するなど実績は顕
著である。
また、平成２９年度には、日本古生物学会の学会誌に「アキシマクジ
ラ」が新種であるとの論文発表後、生存年代を新たに約２００万年前
に変更承認した。

判
断
理
由

　昭島市特別職の職員の報酬及び実費弁償に関する
条例に基づき委員報酬（月額11,000円）を支出し
ている。

総事業費 千円 1,864 2,023 1,919 2,046

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836

一般財源 千円 1,064 1,189 1,121 1,210

その他特定財源 千円

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

文化財保護審議会委員 　昭島市における文化財の保護・保存及び活用に関する必要事項等の
調査・審議を行う。また、指定・解除等の諮問及び文化財行政の運営
等に関し、審議・答申及び文化財行政に関する指導・助言等を行う。

実施内容 実績・成果
　昭島市教育委員会から文化財の指定・解除等の諮
問及び文化財行政の運営等に関し、審議・答申及び
文化財行政に関する指導・助言等を行う。
　定例会は隔月1回及び臨時会
　委員９人（条例上10人以内）、月額報酬１１，０
００円

　昭島市教育委員会の諮問により市指定文化財25件の指定及
び都指定文化財10件に対して意見具申及び「アキシマクジ
ラ」の化石の生存年代の変更、市指定文化財「中神・熊野神
社本殿及び拝殿」、「アキシマクジラ化石標本」指定（平成
30年度）の答申、「拝島日吉神社祭礼屋台」３基の現状変更
承認及び修理復元等に対して指導・助言など、実績は顕著な
ものとなっている。
　また各種文化財事業等への指導・助言を行っている。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 1,064 1,189 1,121 1,210

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 文化財保護法・昭島市文化財保護条

例・昭島市文化財保護審議会条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 001 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 加藤　惣一郎

係 文化財担当 電話 544-4468

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

文化財保護審議会事務
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 05 文化財 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

引続き文化財の保護、保存及び活用、また、市民等への文化
財思想の高揚、啓発を図る必要がある。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持・市指定有形民俗文化財の「拝島日吉神社祭礼屋台」の３
基については、例大祭以外の公開事業（あきしま郷土芸能
まつり）等によって劣化が進む恐れがある。
・文化財ボランティアガイド及び郷土資料室展示説明ボラ
ンティアの活用。
・市の貴重な財産である文化財等の電子化はホームページ
上で誰もが閲覧することができる。また、破損等がひどい
文化財を後世へ引き継ぐことができる。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　条例等で定められている。
判
断
理
由

市無形民俗文化財「拝島日吉神社祭礼囃子」「福島ばやし」など
古くから遺るものであり後継者育成等は、市と文化財所有者及び
管理者及び保存団体（保持者）等の連携し、後世に伝えていく必
要がある。
　また、文化財の保護・保存だけではなく、公開活用等をするこ
とによって意識高揚・啓発を図ることが必要である。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　文化財関連行事は、参加希望者も多くニーズは高い。郷土
の歴史、文化に触れることによって、生涯学習を始めるきっ
かけをつくる役割を担っている。
　文化財等を電子化し、新たに、昭島デジタルアーカイブズ
をホームページ上で公開することで、多くの市民が身近に文
化財にふれることができた。

判
断
理
由

　文化財関連行事は、参加希望者も多くニーズは高い。郷土の歴
史、文化に触れることによって、生涯学習を始めるきっかけをつ
くる役割を担っている。
　文化財等を電子化し、新たに、昭島デジタルアーカイブズを
ホームページ上で公開することで、多くの市民が身近に文化財に
ふれることができた。

総事業費 千円 12,425 28,343 27,924 21,422

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.30 0.30 0.30 0.30

一般職員人件費 千円 2,400 2,502 2,394 2,508

一般財源 千円 2,929 10,321 25,530 9,629

その他特定財源 千円 7,096 15,520 9,285

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民及び文化財の所有者及び管理者、保存団体
（保持者）等

　文化財の保護・保存をするとともに多くの方へ文化
財を公開することによって文化財保護思想の高揚・普
及・啓発を図る。

実施内容 実績・成果
　文化財めぐり等を開催し、郷土の歴史、文化、自然に触
れてもらい文化財の保護、保存の重要性について啓発する
とともに、シニア世代の活力を活用し、文化財ボランティ
アガイドとして、郷土資料室の管理、まが玉作り教室、文
化財めぐりの案内（説明）などの活動を行う。
　また、市指定文化財、都指定文化財の保護・保存を行う
ための修理等に係る事業補助及び後継者育成に係る補助を
行う。
　市の貴重な財産である文化財等を電子化し公開する。

・都指定天然記念物「拝島のフジ」開花時に拝島公園内史跡めぐり：　5月 3
日実施　参加者　25名
・文化財めぐり：「上川原・田中・大神コース」など計3回実施し合計49名参
加。
・多摩川化石採集（発掘）体験教室を2回実施し合計44名参加者。
・文化財保存修理
　都指定有形文化財「木造大日如来（金剛界）坐像」ほか２軀修理
　昭島市天然記念物「大公孫樹」大公孫樹緊急剪定事業
・文化財等を電子化し新たに昭島デジタルアーカイブズをホームページ上で公
開した。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 10,025 25,841 25,530 18,914 都支出金
・多摩の魅力発信支援補助
金
その他特定財源
・特定防衛施設周辺整備調
整交付金事業基金繰入金
・各種印刷物頒布代金
・各種講習会等負担金
・地域創造「地域伝統芸能
等保存事業助成金
・公益財団法人図書館振興
財団補助金

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 文化財保護法・昭島市文化財

保護条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 加藤　惣一郎

係 文化財担当 電話 544-4468

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

文化財保護事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 05 文化財 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

　国、都の補助金を活用し、実施している事業。国か
らは事業費200万円以上の事業にのみ補助を行う旨指
摘を受けているが、周知の埋蔵文化財包蔵地内の開発
行為等の事業に伴うため、調査件数が確定できない。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　埋蔵文化財の発掘届に対しては、発掘（確認・試
掘）調査意外にも立会調査という方法があるが、本
市には専門職（学芸員：考古専攻）が設置されてい
ないため職員による立会ができない。専門職（学芸
員：考古専攻）の設置が必要。調査（実績）報告書
等の刊行等が可能になる。
　文化財保護審議会からも専門職（学芸員：考古専
攻）の設置について指摘を受けている。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　文化財保護法の規定に基づき条例に定められて
いる。 判

断
理
由

　文化財保護審議会会長に埋蔵文化財発掘調査指導をお願いし、
発掘調査作業等を行っている。
　作業については民間調査機関に委託し実施している。
　国及び都の補助事業であり、事務処理は、事務局（社会教育課
文化財担当）で行っている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　都や市の指定文化財になる遺跡（史跡）、発掘出土品（遺
物：土器、石器等）など貴重なものが多い。
　宅地開発行為事業等によって失われつつある中で、調査を
行い記録を残し、その地域の歴史の解明の資料になる。

判
断
理
由

　埋蔵文化財発掘調査指導員謝礼についても発掘（確認・試掘）
調査時のみに支出しており、文化財保護審議会委員（会長）とい
うこともあり、その他の調査（立会、事前現場確認等）について
は謝礼を支払っていない。
　本来であれば、専門職員（学芸員：考古専攻）の設置の必要性
がある。

総事業費 千円 2,143 2,882 2,506 2,794

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672

一般財源 千円 136 304 910 1,038

その他特定財源 千円

28

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円 271 607 56

都支出金 千円 136 303

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内埋蔵文化財（周知の包蔵地内）の開発事業者
等

　埋蔵文化財は、国民共有の貴重な歴史遺産であり将来の文化向上・発展の基
礎をなすものと位置付けられている。
　開発行為（宅地造成）等による埋蔵文化財（遺跡）の破壊行為から埋蔵文化
財を保護し、後世に伝えるため記録保存等をする。

実施内容 実績・成果
　開発事業者等から周知の包蔵地の確認、発掘届を受理し、都教
育委員会に対して進達する。
　調査については、事業者等と調査日等の日程調整、調査指導員
の指導の下、発掘調査に伴う民間調査機関を手配し、確認調査を
実施する。重要な遺構等が発見された場合は、事業者等と協議
し、事業者負担で、本調査（記録保存）を実施、調査報告書等を
作成発行する。
　国庫、都の補助金事務も伴う。

　高度経済成長期により埋蔵文化財（遺跡）の破壊が顕著になる中で、開発行為等か
ら埋蔵文化財を保護するために実施された事業で現在でも状況に変化はない。
　昭和５９（1984）年から、国・都の補助金対象事業として本市でも事前（確認）
調査を実施している。現在でもその重要性については変わらない。これまでの発掘調
査で、緑町：林ノ上遺跡（史跡：拝島式土器発掘跡）、、田中町：史跡浄土古墳、上
川原町：上川原遺跡出土の丸底深鉢土器、宮沢町：経塚下遺跡、大神町：大神古墳の
出土遺物（市指定有形文化財）、また、当時包蔵地以外の場所から発見された、都指
定有形文化財「獣脚付有蓋短頸壺一括」については、全国的に数例しかない文化財に
なっている。
　なお、平成28年度には、西上遺跡において確認調査後、本調査を事業主の協力の
もと実施した。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 543 1,214 910 1,122 ・国庫補助金
埋蔵文化財発掘調査
補助金
事業費の50％以内
・都補助金
埋蔵文化財発掘調査
補助金
事業費から国庫補助
を除いた額の50％以
内

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 文化財保護法・昭島市文化財

保護条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 003 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 加藤　惣一郎

係 文化財担当 電話 544-4468

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

埋蔵文化財発掘調査事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 05 文化財 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

　令和2年3月オープン予定の教育福祉総合センターに
収納する民具の、維持管理方法について検討が必要。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　民具調査指導員（専門職：学芸員）が不在のため、寄贈
民具等の受入れ判断に苦慮することが多い。
　収納も分散して保管しているが、収納スペースも手狭に
なり今後継続的に収集・整理を行うには専門的知識のある
職の設置、収納物の保管場所の一括保管が必要。

(前年度 A ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　文化財保護法の規定に基づき、文化財保護条例
等に沿って実施している。 判

断
理
由

　平成20年度まで、民具調査指導員がいたが、現在、調査整理補
助作業員（2名）で整理作業を行っている。
　寄贈受入れについては、調査指導員が退任前に作成した基準を
基に収納スペース、収納品等を考慮し受領している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　民具の平成30年度末の収集点数は約24,000点を上回り、
種類も多種多様である。
　近代史調査報告書を平成25年度から毎年刊行している。
　平成30年度は、Ⅵ「旧役場資料で見る「昭和」の昭島」発
行（500冊）及びⅤ「昭島消えた五つの鉄道」の再発行
（500冊）を行った。

判
断
理
由

　民具等の受入れが行われると調査整理補助作業員により品目リストや調
査カードの作成が行われているが、年間勤務日数35日（年間420時間）
しかないため、寄贈された民具調査に時間がかかる。
　また、通常作業は旧拝島第四小学校内にある民具資料室で行っている
が、受入れる民具の規格によっては、搬入する場所が変更するため事務効
率は低下する。

総事業費 千円 14,358 16,643 14,584 24,246

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672

一般財源 千円 11,476 14,409 12,988 22,108

その他特定財源 千円 1,282 566 466

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民等から寄贈された生活用具、農具、漁具、養
蚕具などの民具調査。
　市史資料の刊行事業等。

　生活用具、農具、漁具、養蚕具など（民具）の受入れにより、貴重
な文化財を記録・収蔵及び保存し公開活用を行う。
　市史料等を調査し、監修し報告書等を刊行する。

実施内容 実績・成果
　市民等から寄贈申入れにより、寄贈者宅を訪問、回収作業を
し、品目リストを作成する。用途や時代などについて調査し、採
寸、写真撮影等のデータを調査カードに記録し整理、収蔵保存す
る。調査にあたっては、旧拝島第四小学校内にある空き教室を利
用し、調査整理補助作業員2名により行っている。寄贈された民
具類は、旧昭和中学木造校舎、旧拝島第四小学校内空教室等に分
散収納保管している
また、平成２８年度から、再任用職員を近代史調査嘱託職員とし
て採用し、平成３０年度までに近代史調査報告書を7巻発行し
た。

生活用具、農具、漁具、養蚕具など（民具）
・収集点数　　平成30年度末現在の収集点数　約24,000点
・整理済点数　平成30年度末現在の整理点数　約23,962点
文化財図書の刊行
・文化財図書「月廼野露草雙紙・上下巻・復刻」（平成29年度発行：250
冊）
昭島近代史調査報告書の刊行
・Ⅴ「昭島消えた五つの鉄道」（平成30年度再発行：500冊）
・Ⅵ「旧役場資料で見る「昭和」前半の昭島」（平成30年度発行：500冊）

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 12,758 14,975 12,988 22,574 その他特定財源
・市文化財図書頒布
代金（新刊：平成30
年度「旧役場資料で
見る「昭和」前半の
昭島」頒布価格500
円、有償頒布数
冊）
・行政財産使用料

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 004 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 加藤　惣一郎

係 文化財担当 電話 544-4468

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市史料調査事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 05 文化財 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

　年間を通して平日の開室を文化財ボランティアガイド及び
郷土資料室展示説明ボランティアを活用し行った。
　新郷土資料施設開設に向けて、展示、運営等の検討が不可
欠。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　現在、委託を中心に開室を行っているが、文化財
ボランティアガイド及び郷土資料室展示説明ボラン
ティアを活用し、平成30年度も平日(水曜日等）の
開室については対応を行ってきたが、令和元年11月
末日を持って閉館予定である。

(前年度 C ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 4

判
断
理
由

文化財は、保護、保存するだけではなく、活用することが求めら
重要であり、埋蔵文化財の出土品（土器・石器等）や昔の生活用
具等の展示により、市域においての古代からの人の営みがあった
ことを知ることができる。
　また、例年市内の小学校３,４年生の社会科の授業の一環として
見学に訪れ、見て、触れて貴重な体験ができる場となっている。

判
断
理
由

　現状は管理業務を一部を除いて委託して開室している。
　開室日時（水、土、日、正午から午後４時まで）が限定してい
るため、来場者に不便をきたしている。
　また、バリアフリー化されておらず、健常者以外の方の利用が
困難。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　平成13年度（平成14年3月開室）開室以来、
10,000人を超える見学者が訪れ、年平均900人
程度が訪れている。
　市民に限らず市外からも多くの方が訪れる。

判
断
理
由

　現況の郷土資料室は、狭隘で、常設展示スペース
以外の企画展示等のスペースが無く、企画展等の開
催が不可能である。

総事業費 千円 1,223 1,264 1,224 1,127

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836

一般財源 千円 423 430 426 291

その他特定財源 千円

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民及び一般見学者 　市内の埋蔵文化財包蔵地から出土（発掘）された土器・石器など、また、市
民等から寄贈を受けた生活用具等の民具などを約1,400点を展示、一般に広く
公開し、活用を図るとともに郷土「あきしま」の歴史・文化等、文化財保護思
想等の高揚・普及・啓発に努める。

実施内容 実績・成果
　郷土資料室は、現在、昭島市昭和町分室（総務部契約管財課所
管）の2階の一角を利用し、展示を行っている。展示内容は、昭
島市文化財保護審議会委員等の指導により、古代から近代の生活
用具等の展示を行っている。
　開室日については、週3日（水、土、日：正午～午後4時）、平
成30年度の管理業務については、土、日、祝日をシルバー人材セ
ンターに委託し、平日の水曜日及び特別開室の平日については、
ボランティアを活用し、開室した。

　平成14（2002）年3月に開室し、平成30年度末ま
でに見学者数は、累計14,134人（平成30年度見学者
数955人）の方が訪れている。
　また、小学校3，4年生の社会科の授業「昔のくら
し」の一環で、見学に訪れている。（平成30年度：7
校528人）

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 423 430 426 291

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市郷土資料室の公開に関

する要綱大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 005 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 加藤　惣一郎

係 文化財担当 電話 544-4468

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

郷土資料室管理運営事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 05 文化財 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

令和2年度はやまのかみ会館で経年劣化による故障が発
生している空調設備の改修工事を計画している。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持○受益者負担の観点から有料化とすることが望まし
いが、無料化維持を要望する声が多い。
○地域住民による運営については、組織づくりが容
易ではない。
○市立会館施設管理員の会計年度任用職員制度、管
理運営、指定管理や管理委託などを検討する必要が
ある。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は２番目程度である。 判

断
理
由

　会館の運営については、武蔵野会館のみが武蔵野
会館運営協議会で運営している。今後は、他の10館
も地域で運営することを検討していくべきであると
考える。また、受益者負担については、有料とする
ことも検討すべきである。

③達成度（成果はどの程度あるか） 5 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　30年度は、11会館合計で、延べ29,746団
体、295,050人に、趣味や学習の場として利用
されている。利用者の満足度も高いと思われる。
なお、緑会館で改修工事を実施したため、利用者
数等が減少している。

判
断
理
由

　昼間の勤務は再雇用職員となっているが、再雇用
職員の配置がなかったため臨時職員を活用し、夜間
は一般選考の管理員を配置し人件費を抑制してい
る。

総事業費 千円 140,943 290,040 275,886 139,109

人工数 人 0.30 0.30

再任用代替嘱託職員人件費 千円 870 870

人工数 人 0.30 0.30

再任用職員人件費 千円 1,440 1,386

人工数 人 2.70 2.70 2.70 2.70

一般職員人件費 千円 21,600 22,518 21,546 22,572

一般財源 千円 106,640 114,402 168,978 109,519

その他特定財源 千円 283 270 574 248

5,900

地方債 千円 76,000

30決算 31当初予算

千円 1,980 64,464 67,918

都支出金 千円 9,000 11,000 16,000

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民、団体 　誰もが気軽に利用できる市立会館を提供することに
より、市民の自主的なグループやサークル、団体の活
動を推進し、交流を深め、生涯学習の充実を図る。

実施内容 実績・成果
　市民の生活に根ざした自主的、自発的な学習、文化、レクリ
エーションの機会と活動の場を提供することを目的として、11館
設置している。部屋は集会室、休養室、学習室、音楽室、保育
室、多目的室などがあり、会合や趣味、軽スポーツ、調理実習、
音楽活動、パソコン講習、個人の学習などに利用されているほ
か、行政資料や市民の活動のパンフレットの利用により市民生活
に必要な資料や情報の交換ができる場となっている。30年度は緑
会館で空調設備等改修工事内壁等改修工事をし、3会館に冷水器
設置工事を実施した。

　30年度は、11会館合計で、延べ29,746団体、
295,050人に、趣味や学習の場として利用されてい
る。富士見会館では快適な利用環境の提供のため、内
壁改修工事を実施したほか、朝日、堀向、昭和の3館に
冷水器を設置した。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 117,903 266,136 253,470 115,667 国庫支出金
・防衛施設周辺民生
安定施設整備事業補
助金
都支出金
・市町村総合交付金
その他特定財源
・行政財産使用料
・庁内等光熱水費
・複写機利用料
・電話料
・雇用保険料
・地方債

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市立会館条例、昭島市立会館条例施行規則、

昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する
規則大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

04 細目 001 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市立会館管理運営事業
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(

任意(

　予算上は現状維持となるが、富士見高原野外活動施
設の売却が可能であれば、代替施設の確保など大きく
変化することになる。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

D 縮小・廃止○夏期のみの利用であり、利用希望が土日に集中す
ることから、利用者の増加はあまり見込めない。
○富士見高原野外活動施設は、キャンプ場、管理
棟、宿泊等、トイレ、シャワー室があり、管理棟、
宿泊棟は、平成８年の建築で、今後建物の修繕など
維持管理の費用の増が見込まれる。

(前年度 D ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 2 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　社会教育課に属する任意の事業のうち、当該事
業の優先度は11番目程度である。 判

断
理
由

　北秋川山の家は夏場のみの利用のため、奥秋川振
興会と宿泊数に応じた賃貸借の契約とし、有効利用
をしている。
　富士見高原キャンプ場も期間中について、施設管
理・点検等を委託し省力化を図っている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　大自然とのふれ合いによって心身ともにリラックス
することは大切である。障害のある青少年の団体、
リーダー講習会では、毎年利用している。また、昭和
会館でキャンプ用具の貸出しを行ない、青少年団体や
社会教育関係団体の野外活動に利用している。

判
断
理
由

　利用者は施設利用が無料であり、キャンプに必要
なテント・毛布・調理器具などは用意できている。
　管理委託により、施設の開設・閉設・点検などの
業務が適切に行なわれている。

総事業費 千円 2,253 2,674 2,173 2,904

人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円

人工数 人

再任用職員人件費 千円

人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836

一般財源 千円 1,453 1,840 1,375 2,068

その他特定財源 千円

地方債 千円

30決算 31当初予算

千円

都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内の青少年団体及び社会教育関係団体等 　市内の青少年団体及び社会教育関係団体等が野外活
動を通して生活体験し、集団生活による仲間との交流
により、青少年等の健全な育成を図る。

実施内容 実績・成果
・富士見高原キャンプ場
・北秋川山の家
　市内の青少年団体及び社会教育関係団体等の団体
が、野外活動を通じて自然に接し、また集団生活を
通して仲間づくりや交流を深める。

　富士見高原キャンプ場では、4団体78人、北秋川山
の家では、8団体226人、合計12団体304人の市内の
青少年団体及び社会教育関係団体等が利用した。
　自然環境の中で生活経験、環境学習を体験したこと
により、青少年の健全な育成ができ、生涯学習の推進
となった。

備考＜特財名称等＞

直接事業費 千円 1,453 1,840 1,375 2,068  

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市富士見高原野外活動施設運営要綱、昭島市

北秋川山の家運営要綱大項目 02 ともにあゆむ（青少年の育成）

04 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

社会教育課 担当 川崎　佳人

係 社会教育係 電話 内線2252

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

野外活動施設管理
部 生涯学習部 課長 伊藤　雅彦

課

中項目 01 青少年の健全育成 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　決算状況とを踏まえ、事業費の見直しや削減を検討
する。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　小・中学生や社会人を対象とした事業が多く、関
係団体との会議についても夜間に開催されることが
多いため、夜間や土日での時間外勤務が非常に多い
状況である。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 5 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　市民が健康で明るい生活が営めるよう、スポー
ツ・レクリエーションに親しむ機会の提供と場の
整備を図るために必要。

判
断
理
由

　スポーツ・レクリエーションに親しむ機会の提供
と場の整備に係る事務処理等は、一元的に行うこと
が有効であると判断する。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　円滑に事業が実施出来ている。
判
断
理
由

　事務経費については、前例にとらわれること無
く、常にコスト意識を持ち、事務執行に努めてい
る。

総事業費 千円 7,134 9,019 8,366 7,646
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.80 0.80 0.80 0.80

一般職員人件費 千円 6,400 6,672 6,384 6,688
一般財源 千円 649 2,157 1,942 768
その他特定財源 千円 85 190 40 190
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市のスポーツ振興に係る事務 　市民が健康で明るい生活を営めるよう、保健体育事
務を円滑に行う。

実施内容 実績・成果
　職員被服貸与、事務用品購入、事業の傷害保険加
入等の事務処理、庁用車の買替え

課長１
係長１
職員４
再任用職員（週31時間）１

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 734 2,347 1,982 958 その他特定財源

・市民総合賠償補償
保険金財

源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

保健体育事務
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　スポーツ推進委員の事業活動に必要な予算を適切に
計上していく。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　スポーツ推進委員が十分な力を発揮できる環境を
整えている。
　今後に関しては、更なる技術の向上等自己啓発に
繋がる上部団体からの研修会等への積極参加を促し
ていく。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　スポーツ基本法第32条の規定に基づき教育委
員会が委嘱するスポーツ推進委員の活動を支援す
る必要がある。

判
断
理
由

　国や東京都、各区市町村等からの情報処理や、委
員の活動経費の支出などの事務処理は、主管課にお
ける一元処理で行っている現在の方法が有効である
と判断する。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　事業等は、現在円滑に実施出来ている。
判
断
理
由

　スポーツ推進委員定例会を毎月開催し、情報の共
有を図っている。
　また、上部団体等が開催する研修会等にも積極的
に参加し、資格取得や技術の向上など自己啓発に努
めている。

総事業費 千円 8,960 9,672 9,133 9,375
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.80 0.80 0.80 0.80

一般職員人件費 千円 6,400 6,672 6,384 6,688
一般財源 千円 2,560 3,000 2,749 2,687
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　スポーツ推進委員 　スポーツ推進委員活動を円滑に進める。

実施内容 実績・成果
　スポーツ推進委員の報酬、旅費、貸与品、スポー
ツ安全保険加入等の事務処理及び活動支援。

　スポーツ推進委員は、市や地域主催のスポーツ行事
等に協力し、市民のスポーツ振興に寄与している。
（委員：17人）

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 2,560 3,000 2,749 2,687

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） スポーツ基本法

昭島市スポーツ推進委員に関する規則大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 003 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

スポーツ推進委員事務
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)
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義務(
任意(

　決算状況等も踏まえ、歩け歩け運動の事業活動に必
要な予算を適切に計上していく。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　ウォーキングを主な活動としている団体等への委
託や受益者負担（参加費）導入についてなど、引き
続き検討を行っていく必要がある。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 2 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　日常生活において歩くことが少なくなってきて
おり、健康づくりにおける歩くことの重要さを確
認してもらう。

判
断
理
由

　スポーツ推進委員が指導員となり開催している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　定められた距離を走破することにより、認定及
び記録表彰を行うことで参加意欲が高められてい
る。

判
断
理
由

　年２回の事業を楽しみにされている市民の方は多
く、一定の距離を歩くことにより、市民の健康づく
り・体力づくりの高揚を図ることが出来ている。

総事業費 千円 1,944 2,159 1,964 2,148
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672
一般財源 千円 344 491 368 476
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内在住・在勤者とその家族・友人。 　健康づくりにおける歩くことの重要さを確認し、家
族・友人たちと一緒に歩く屋外活動の楽しさを味わ
う。

実施内容 実績・成果
　年２回の市民健康づくり歩け歩け運動の実施及び
定められた距離を走破した者の認定・記録表彰を実
施。

　年２回の市民健康づくり歩け歩け運動を実施し、市
民の交流及び健康づくりが図られた。
・第130回（５月20日）　12ｋｍ、参加者84人
・第131回（11月４日）　13ｋｍ、参加者81人

（表彰）
1,000ｋｍ＝３人、500ｋｍ＝２人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 344 491 368 476

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 004 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市民健康づくり歩け歩け運動事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　従前の規模での開催を予定している。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　新たな種目の導入も視野に入れ、引き続き検討し
ていく。
　また2020年時には、オリンピック開催に伴い体
育の日が変更となることが決まっており、開催時期
についても検討が必要となっている。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　スポーツ・レクリエーションに、だれもが気軽
に参加でき、親しむきっかけづくりが必要であ
る。

判
断
理
由

　昭島市体育協会との共催形式をとり、スポーツ・
レクリエーションを気軽に体験等が出来る「祭り」
を重視したイベントとなっている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　毎年「体育の日」に実施することにより、ス
ポーツ・レクリエーションフェスティバルの開催
が市民の方にも定着してきており、多くの方々に
楽しんでいただいている。

判
断
理
由

　体育協会、スポーツ推進委員、昭島レクリエー
ション研究会、昭島くじらスポーツクラブ等がボラ
ンティアで協力し開催している。

総事業費 千円 1,630 1,703 1,626 1,702
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.20 0.20 0.20 0.20

一般職員人件費 千円 1,600 1,668 1,596 1,672
一般財源 千円 30 35 30 30
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民 　スポーツ・レクリエーション活動への参加意欲を喚
起し、体力及び健康増進への意識の高揚を図る。

実施内容 実績・成果
　毎年、体育の日に全ての市民の方を対象とし各種
スポーツ体験を実施し、市民参加による体育の日の
健康増進及びスポーツ推進を図る事業として実施し
ている。
　昨年度は、東京2020オリンピック・パラリン
ピックの気運醸成として、東京都の協力の下
「NoLimitChallege」として、５人制サッカーと子
ども用アーチェリーの体験コーナーを開設した。

　体育の日（10月８日）に、昭和公園内屋外運動施設
及び総合スポーツセンターにおいて、「市民スポー
ツ・レクリエーションフェスティバル2018」を開
催。

参加人数：計　3,540人（延べ）
　○昭和公園内屋外運動施設：2,109人
　○総合スポーツセンター　：1,431人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 30 35 30 30

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 005 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

スポーツ・レクリエーションフェスティバ
ル開催事業

部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)
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義務(
任意(

　引き続き関係団体と協議を重ね、各種大会を開催し
ていく。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　各大会の参加者増加に向け、周知方法の見直し等
も検討しながら一層のPRを行っていく必要があ
る。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　昭島市におけるスポーツ振興と、市民の健康づ
くり、市民相互の交流等、その果たす役割は大き
く、今後も継続して実施していく必要がある。

判
断
理
由

　それぞれの事業を昭島市体育協会、自治会連合
会、実行委員会等に委託し実施している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　一定以上の人数の参加がある。
判
断
理
由

　各大会は、多くの市民の方がボランティアとして
協力し開催されており、相互の交流にも繋がってい
る。

総事業費 千円 12,456 12,969 12,666 12,981
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.60 0.60 0.60 0.60

一般職員人件費 千円 4,800 5,004 4,788 5,016
一般財源 千円 7,656 7,965 7,878 7,965
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞
・市民体育大会「種目別大会」＝市内在住在勤者
・市民体育大会「自治会ブロック別大会」＝市民
・「シニア軟式野球大会」＝市内在住・在勤の60歳以上の者
・「自治会ブロック対抗スポーツ大会」＝市民

　スポーツ・レクリエーションを通じ、市民の交流を深めるととも
に、日頃の練習の成果を発揮する場として開催している。また、体力
及び健康増進への意識の高揚を図っている。

実施内容 実績・成果
○種目別大会：体育協会に委託し、実施。
○自治会ブロック別大会：自治会連合会に委託し、
実施。
○シニア軟式野球大会：還暦軟式野球連盟を主体と
する実行委員会に委託し、実施。
○自治会ブロック対抗スポーツ大会：自治会連合
会、スポーツ推進委員で構成する実行委員会に委託
し、インドアペタンク大会を実施。

○種目別大会
　　＝参加者6,868人
○自治会ブロック別大会
　　＝参加者7,238人
○シニア軟式野球大会
　　＝参加者90人
○自治会ブロック対抗スポーツ大会
　　＝36チーム（148人）

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 7,656 7,965 7,878 7,965

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 006 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市民体育大会等開催事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)
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義務(
任意(

　昭島市陸上競技協会及び昭島警察と、現行のコースにおけ
る問題点並びに改善策について協議を重ね、今後安定的に大
会を実施するため、実行委員会で検討を行いコース変更を実
施する。また、企業からの協賛制度も採用することで、大会
運営費を確保し事業を行う。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　昭島警察署より、市を南北に縦断する主要幹線道路の実質的な
通行止めによる交通渋滞や、人が集まる場所へのテロへの懸念な
どにより、現状のコース及び警備体制では道路使用を認められな
いとの話があり、今後において安定した大会運営を行うため、令
和元年度よりコースの変更を実施する。
　また、大会の運営についても昭島市陸上競技協会への委託では
なく、駅伝開催にあたり協力していただいている各団体を中心と
した実行委員会形式により実施する。

(前年度 B ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　新春を飾るスポーツ大会として広く市民に定着
しており、参加者も多い。また、市内各中学校か
らの参加も多い。

判
断
理
由

　運営に関しては、昭島市陸上競技協会に委託をしている。計測
に関しては、電子チップの導入に伴い、大会運営の効率化、参加
者への正確で迅速な情報提供（タイム・順位）が行われている。
中学生のみのチームを除き、参加費の徴収を行っている。看板設
置等の一部業務について民間委託を行っている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　新春を飾るスポーツ大会として市民への定着も
あり、参加者からも次年度以降も参加をしたいと
の声が多数あがっている。

判
断
理
由

タイム計測に電子チップを導入後は、全選手のゴー
ル後から結果発表及び表彰式までの時間が短縮され
ている。また、大会の終了時刻が早まることによ
り、幹線道路における交通規制の時間も短縮できて
いる。

総事業費 千円 8,275 8,548 8,218 8,574
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.70 0.70 0.70 0.70

一般職員人件費 千円 5,600 5,838 5,586 5,852
一般財源 千円 2,675 2,710 2,632 2,722
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内在住・在勤・在学の中学生以上の者で編成す
るチーム（一般１部については、市外の中学生以上
の者で編成するチームの参加を認める。）

　スポーツの振興と走ることによる健康づくり・市民
の交流を図る。

実施内容 実績・成果
　市内周回コースで一般１部、２部、女子の部、壮年の部、中学
生男子の部、中学生女子の部の６部門で継走を行う。１チームは
６人で構成される。（一般１部のみ５人）
　運営は、昭島市陸上競技協会へ委託し、実施している。
　参加費は、１チーム5,000円とし、高校生以下の物で構成され
るチームは3,000円、市内在住・在学の中学生のみで構成される
チームについては、参加費免除としている。

平成31年１月13日開催
参加チーム数＝200チーム
参加人数　　＝1,636人

平成27年度より記録集計に電子チップを導入したこと
で、より正確で迅速な集計を行うことが出来ている。

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 2,675 2,710 2,632 2,722

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 007 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

新春駅伝競走大会開催事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)
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397



義務(
任意(

　選手・役員大会派遣事業の事業活動に必要な予算を
適切に計上していく。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　事業委託先である昭島市体育協会と協議を行い、
派遣人員の適正数については継続的に検証を行う。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　市を代表する選手・役員を派遣することは、今
後も生涯スポーツ活動支援の一環として継続して
いく必要がある。

判
断
理
由

　各大会への選手選抜・派遣は昭島市体育協会へ委
託している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　上部大会への選抜・派遣は、トップアスリート
の育成などスポーツ振興に果たす役割は大きい。 判

断
理
由

　毎年実施されている都民体育大会、都民生涯ス
ポーツ大会、市町村総合体育大会には多くの選手が
参加しており、日頃鍛えた力と技を発揮・披露して
おり、効率的に実施が行われている。

総事業費 千円 2,262 2,577 2,172 2,579
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 1,462 1,743 1,374 1,743
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内在住・在勤・在学者 　日頃の練習の成果を発表し、技術を向上させる機会
として市代表を派遣する。

実施内容 実績・成果
　昭島市体育協会に委託をし、市代表の選手・役員
を各種大会へ派遣する。

【派遣大会】
○都民大会
○都民生涯スポーツ大会
○都民スポレクふれあい大会
○東京都市町村総合体育大会

○都民体育大会
　＝17種目262人
○都民生涯スポーツ大会及び都民スポレクふれあい大
会
　＝13種目146人
○東京都市町村総合体育大会
　＝12種目202人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 1,462 1,743 1,374 1,743

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 008 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

選手・役員大会派遣事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　他市の状況や予算の執行状況等も参考にしながら各
団体への補助金額の見直しも検討していく

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

B コスト改善に向けて
実施方法を見直し

　団体の総収入額に占める補助金の割合等を検討
し、引き続き適正な補助に努める。
　また、補助金の使途についても明確にさせ、実績
報告を実施させていく。

(前年度 B ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 2 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　市民の自主的な社会教育活動を補助し、市の社
会教育の発展を図る。 判

断
理
由

　昭島市社会教育関係団体補助金交付要綱に基づ
き、補助金を支出。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　各団体とも、大会を開催する等有効に活用され
ている。 判

断
理
由

　市のスポーツ団体の発展を図るための補助事業で
あり、各団体とも毎年総会を開き、予算・決算及び
事業計画を報告し、効率的な運営に努めている。

総事業費 千円 6,155 5,785 5,734 5,487
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 5,355 4,951 4,936 4,651
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　社会教育関係団体 　市民の自主的な社会教育活動を補助し、社会教育の
発展を図る。

実施内容 実績・成果
次の団体に補助金を交付する。
・昭島市体育協会
・リトルリーグ野球協会
・少年野球連盟
・早朝軟式野球連盟
・ゲートボール協会
・フットベースボール協会
・昭島くじらスポーツクラブ

次の団体へ補助金を交付した。
・体育協会（3,070,000円）
・リトルリーグ野球協会（258,000円）
・少年野球連盟（103,000円）
・早朝軟式野球連盟（100,000円）
・ゲートボール協会（300,000円）
・フットベースボール協会（50,000円）
・昭島くじらスポーツクラブ補助金（1,000,000円）

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 5,355 4,951 4,936 4,651

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） スポーツ基本法

昭島市社会教育関係団体補助金交付要綱大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 009 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

スポーツ団体補助事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　利用状況等も勘案しながら必要な予算計上をしてい
く。拝島第一小学校での開放プールについては、令和
元年度をもって廃止する。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

D 縮小・廃止　スポーツ・レクリエーション施設開放事業につい
ては、民間事業者等への委託を引き続き検討してい
く。
　学校跡地運動施設開放については、公共施設等総
合管理計画に基づき、暫定利用を行う。
　小学校プール開放については、コスト面と利用状
況から廃止する。

(前年度 D ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　スポーツ・レクリエーション施設開放（昭和公園陸上競技場・テニスコート）
は、個人や家族連れの方が事前予約をせずに、気軽にスポーツ施設を利用するこ
とができている。
　小学校プール開放は、拝島公園プールの廃止に伴い、体力向上・健康増進の場
として拝島第一小学校プールを開放し、児童の健全な育成を図る。
　校庭夜間照明施設開放は、社会人等のスポーツ参加への機会確保、拡大を図っ
ている。

判
断
理
由

　スポーツ・レクリエーション施設開放（昭和公園陸上競技場・テニスコート）は、開
放をテニス・ソフトテニス・陸上競技協会に管理指導を依頼して実施している。（有
償）
　小学校プール開放は、民間事業者へ委託をし実施している。利用者負担はない。
　校庭夜間照明施設開放の受付については、総合スポーツセンターの受付業務に含めて
民間業者へ委託している。利用者からは施設利用料として、校庭1,300円（昭和中学
校校庭全面利用は2,600円）、テニスコートは800円の負担となっている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 5

判
断
理
由

　各事業とも利用者は多い。
判
断
理
由

　スポーツ・レクリエーション施設開放事業以外で
は、民間事業者への委託で実施が出来ており、効率
的な事業運営ができている。

総事業費 千円 4,746 5,511 4,636 5,311
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 3,619 4,677 3,838 4,475
その他特定財源 千円 327
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民 　スポーツ・レクリエーション活動の場として施設を
開放。

実施内容 実績・成果
スポーツ・レクリエーション施設開放
　・昭和公園陸上競技場：５月～10月、毎週水・金曜日
　・昭和公園テニスコート：５月～９月、毎週水・金・第三日曜日
小学校プール開放
　・拝島第一小学校
（拝島公園プールの廃止に伴い代替措置として実施）
学校跡地運動施設開放
　・旧拝島第四小学校跡地を暫定利用
校庭夜間照明施設開放（４月～11月）
　・つつじが丘小学校、拝島第四小学校　昭和中学校（校庭・テニスコート）

スポーツ・レクリエーション施設開放（昭和公園陸上
競技場、テニスコート）：利用人数649人

小学校プール開放：利用人数176人

学校跡地運動施設開放：利用人数15,357人

校庭夜間照明施設開放：利用人数4,426人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 3,946 4,677 3,838 4,475 その他特定財源

・校庭夜間照明設備
使用料財

源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） スポーツ基本法

昭島市立学校施設設備使用条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 010 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

運動施設及び学校開放事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　人気種目を追加するなど、参加者増に努める。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　各小学校地区委員会によりスポーツ大会を開催し
ている現状もあり、今後は同委員会事業との一本化
や事業内容の見直し等を引き続き検討する必要があ
る。

(前年度 A ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 2 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　親子がスポーツを一緒に実施することを通じ
て、交流を一層深める機会を提供している。 判

断
理
由

　スポーツ推進委員、レクリエーション研究会、グ
ラウンドゴルフ協会の協力を得て実施している。
　各回、指導員３人（＠1,250円＊４時間＊３人）
で実施。

③達成度（成果はどの程度あるか） 2 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　余暇の過ごし方の多様化により、親子で一緒に
来場される参加者は少なくなってきている。 判

断
理
由

　スポーツ推進委員等の協力により、小学校の校
庭・体育館を使用し、土曜日の午前中に親子でス
ポーツを楽しんでいただいているが、余暇の過ごし
方の多様化などにより親子の参加者が減少傾向と
なっている。

総事業費 千円 854 888 852 890
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 54 54 54 54
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内の小学生とその保護者 　親子が一緒にスポーツ・レクリエーションを楽しむ
ことを通じてふれあいを深める機会を提供する。

実施内容 実績・成果
　市内の小学校を対象とし、年３回土曜日の午前中
に校庭及び体育館を利用して「親子ふれあいスポー
ツデー」を開催。

総参加人数：171人（子ども135人、大人36人）

第１回　光華小学校（６月２日）
　　計48人（子ども34人、大人14人）
第２回　富士見丘小学校（９月８日）
　　計37人（子ども34人、大人３人）
第３回　拝島第三小学校（11月17日）
　　計86人（子ども67人、大人19人）

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 54 54 54 54

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 011 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

親子ふれあいスポーツデー開催事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　競技力・技術力の向上を継続的に行う。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　東京2020オリンピック・パラリンピック開催に
向けて、昭島市からアスリート選手を輩出するため
に、競技者の技術力向上を図るとともに、指導者の
資質向上も図る必要がある。

(前年度 A ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　東京2020オリンピック・パラリンピック開催
に向け、競技者の技術力向上を図る施策である。 判

断
理
由

　日常的にスポーツを行っている市民の競技力向上
を図る事業であり、競技スポーツ活動を中心に行っ
ている昭島市体育協会に運営を委託している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　選手の競技力を向上させる強化練習会を開催す
るとともに、指導者の資質向上のための指導者連
絡会も行った。

判
断
理
由

　該当する選手の情報等を豊富に所有している昭島
市体育協会に運営を委託することでスムーズな運営
を行うことが出来ている。

総事業費 千円 1,800 1,834 1,798 1,836
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 1,000 1,000 1,000 1,000
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市内在住・在勤・在学で日常的にスポーツを行っ
ている市民

　昭島市からアスリート選手を輩出する。

実施内容 実績・成果
　コーチ等を招へいし、技術力向上に資する練習会等を体育協会
へ委託し実施。
・ソフトテニス競技力向上強化練習会・講習会
・バドミントン競技力向上強化練習会
・昭島市選抜招待少年サッカー大会
・ビーチボール競技における技術力向上強化練習会
・ターゲット・バードゴルフ競技力向上強化練習会
・インディアカ競技力向上初心者審判講習会
・武術太極拳競技力向上教室

・ソフトテニス競技力向上強化練習会・講習会（24人）
・バドミントン競技力向上強化練習会（36人）
・昭島市選抜招待少年サッカー大会（205人）
・ビーチボール競技における技術力向上強化練習会（60人）
・ターゲット・バードゴルフ競技力向上強化練習会（45人）
・インディアカ競技力向上初心者審判講習会（45人）
・武術太極拳競技力向上教室（24人）
計439人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 1,000 1,000 1,000 1,000

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

01 細目 013 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

スポーツ力向上事業
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　緊急性・必要性の高い施設・設備の修繕・交換と、
法定点検・検査の着実な実施。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　財政的な課題もあるが、施設・設備の老朽化に伴
う大規模修繕又は建替えについて、一定の方向性を
とりまとめるとともに、それに合わせて施設の管理
運営等への指定管理者制度の導入を本格的に検討す
る必要が有る。
　また、現在市内外の利用料金が同一であり、市内
外料金の導入や、施設利用料の改定も含め検討する
必要がある。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　廉価で通年を通して利用できる温水プールやト
レーニングジム、屋内競技用の体育施設は、市民
の健康づくりのために必要である。

判
断
理
由

　施設の運営管理及び各種教室事業を民間委託によ
り実施し、一定の効率性・経済性を確保している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　老朽化に伴う施設・設備の不具合や故障によ
り、提供するサービスの質の維持が困難になりつ
つあるとともに、修繕等により一時的に施設利用
が出来ないなど利用者の利便性の低下を招いてい
る。

判
断
理
由

　市民の健康づくり、体力づくりに寄与している施
設であり、維持管理費は一定かかっている。

総事業費 千円 215,017 196,178 198,560 222,558
人工数 人 0.80 0.80 0.80 0.80

再任用代替嘱託職員人件費 千円 2,320 2,320 2,320 2,320
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.30 0.30 0.30 0.30

一般職員人件費 千円 2,400 2,502 2,394 2,508
一般財源 千円 122,537 114,924 119,003 134,546
その他特定財源 千円 68,212 70,432 69,676 72,184

11,000
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円 5,448
都支出金 千円 14,100 6,000 5,167

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民・団体等 　総合スポーツセンターにおいてスポーツ及びレクリ
エーションの普及・振興を図り、市民の心身の健全な
発達に寄与する。

実施内容 実績・成果
　施設の管理運営及び各種スポーツ教室等を民間委託により実施
して効率的な運営を図るとともに、スポーツ及びレクリエーショ
ンの普及・振興を推進する。
【総合スポーツセンター（施設運営事業）】
　体育室、軽体操室、柔道場、剣道場、弓道場、温水プール、ト
レーニングルーム、研修室、クラブ室
【スポーツ教室（普及・振興事業）】
「健康さわやか教室」「中高年のためのアクアエクササイズ」等
事業運営

【団体利用】
体育室（2箇所）：51,688人、軽体操室（2箇所）：
26,715人、柔剣道場：21,514人、弓道場：7,543
人、温水プール：15,520人
【個人利用】
　軽体操室（２箇所）：1,936人、柔剣道場：2,053
人、弓道場：1,259人、温水プール：45,624人、ト
レーニングルーム：81,502人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 210,297 191,356 193,846 217,730 都支出金

・スポーツ振興等事
業補助金
その他特定財源
・総合スポーツセン
ター使用料
・庁舎等光熱水費
・行政財産使用料
・各種講習会受講料
・複写機利用料
・電話料

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） スポーツ基本法

昭島市総合スポーツセンター条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

02 細目 001 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

総合スポーツセンター管理運営
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　必要な修繕等を行うとともに、事業費の削減に努め
る。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　「昭島市公共施設等総合管理計画」に基づき、計
画的に施設管理を行うとともに、効率的な施設の管
理・運営を行う。
　また、現在施設利用料は、市内外で同額となって
いるが、市内料金・市外料金等の設定についても、
施設の改修状況等も勘案しながら引き続き検討をし
ていく。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　地域の体育館として定着しており、継続して利
用する市民もおり、当市におけるスポーツ振興の
拠点のひとつとして存続する必要がある。

判
断
理
由

　施設の管理は、昼間は再任用職員又は臨時職員、
夜間は管理員又は臨時管理員がそれぞれローテー
ションにより１人ずつ勤務している。
　施設利用料は、市内外とも同額となっている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

　小規模ながら、市の西部にある体育施設とし
て、市民のスポーツ・レクリエーション活動に利
用されている。

判
断
理
由

　市民の健康づくり、体力づくりに寄与している施
設であり、維持管理費は一定かかっている。

総事業費 千円 13,226 14,146 13,532 15,451
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人 1.00 1.00 1.00 1.00

再任用職員人件費 千円 4,800 4,620 4,730 4,610
人工数 人 0.30 0.30 0.30 0.30

一般職員人件費 千円 2,400 2,502 2,394 2,508
一般財源 千円 6,026 4,881 4,021 5,799
その他特定財源 千円 2,143 2,387 2,534
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民・団体等 　市民のふれあい・スポーツレクリエーションの場と
して設置。

実施内容 実績・成果
　体育室（420㎡）と研修室（66㎡）の貸出及び
管理。９時～21時開館。毎月曜日休館。昼間は再
任用職員又は臨時職員、夜間は管理員又は臨時管理
員がそれぞれローテーションにより１人ずつ勤務。
　当該体育施設は、都が都営住宅内に建設したもの
を使用許可（無償）を受け運営。

団体利用
・体育室：1,122件（13,843人）
・研修室：399件（2,408人）

個人利用
・体育室：2,392人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 6,026 7,024 6,408 8,333 その他特定財源

・みほり体育館使用
料
・雇用保険料
・庁舎等光熱水費

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） スポーツ基本法

昭島市みほり体育館条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

02 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

みほり体育館管理運営
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　設置後46年が経過し施設の老朽化が進んでいること
から、劣化度調査を行い、保全計画等の更新を行いな
がら必要な修繕を計画的に実施していく。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　「行財政改革推進会議」において「廃止を検討す
べき」との提言があり、「昭島市公共施設等総合管
理計画」においても、中期的目標期間内での「廃止
後、解体」が今後の検討すべき課題となっている。
　方向性が出るまでは、利用者の安全面の確保から
施設の修繕も行わなければならず、保全計画等の更
新も行いながら施設管理を行っていく必要がある。

(前年度 D ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　市民の夏季における健康づくりや遊びの場とし
て、市民プールを開設。 判

断
理
由

　運営は民間会社に委託し、経費の削減に努めてい
る。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 2

判
断
理
由

　夏季における市民の健康づくりや遊びの場とし
て定着し、多くの来場者がある。 判

断
理
由

　夏季における市民の健康づくりや体力づくりに寄
与している施設であるが、施設の老朽化に伴い利用
者の安全を確保するために、毎年多額の維持管理経
費を必要となっている。

総事業費 千円 22,231 24,539 25,625 38,037
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 18,943 20,595 21,951 34,051
その他特定財源 千円 2,488 3,110 2,876 3,150
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民等 　市民の夏季における健康づくりや遊びの場として開
設

実施内容 実績・成果
　７月14日（土）～８月31日（金）までの49日
間（うち施設点検休業日２日、天候等中止日2日）
開設。
　運営は、民間会社へ委託。障害者用駐車場あり。

プールの種類
流水プール、25ｍプール、児童用プール、幼児用
プール、スライダープール

利用料金
・大人２時間　200円
・小人２時間　  50円
・ロッカー代　  50円

利用者数
・大人　  7,425人
・小人　13,468人

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 21,431 23,705 24,827 37,201 その他特定財源

・市民プール使用料
財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 001 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市民プール管理運営
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　安全・安心に利用してもらうために、必要な修繕を
行う。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　利用者の安全・安心のためにも計画的な修繕等を
継続して実施していく必要があり、平成30年度に
はくじら運動公園管理棟のトイレ改修工事と、昭和
公園野球場周路改修工事を実施した。周路改修工事
については、令和元年度も実施を予定している。
　施設の維持管理のために、受益者負担の観点から
無料施設の有料化も検討していく必要がある。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　市民の健康づくりのために、整備された運動施
設が必要である。 判

断
理
由

　利用の受付及び維持管理作業は、民間会社に委託している。
　大神公園及びくじら運動公園は、国から河川敷を無償借用し、
運動施設として整備し、利用している。
　昭和公園施設（駐車場含む）の利用は有料。大神公園・くじら
運動公園・美ノ宮公園施設（駐車場含む）の利用については無
料。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　年間を通じて利用者は多く、市民の健康づくり
に寄与されている。 判

断
理
由

　市民球場や陸上競技場等の運動施設は、土日を中
心に多くの市民の利用がある。施設整備について
も、一定の維持管理コストで適切な対応を図ってい
る。

総事業費 千円 54,894 94,742 92,022 169,110
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 1.00 1.00 1.00 1.00

一般職員人件費 千円 8,000 8,340 7,980 8,360
一般財源 千円 26,967 38,824 33,068 69,430
その他特定財源 千円 19,927 19,578 20,974 89,987

1,333
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円 28,000 30,000

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

　市民・団体等 　市民の健康増進や体力づくり、スポーツを普及する
場として提供。

実施内容 実績・成果
　市内の屋外運動施設を良好な状態に保つため、維持管理作業を
民間に委託して実施している。
【屋外運動施設】
昭和公園：市民球場、陸上競技（サッカー）場、テニスコート
（７面）
大神公園：サッカー場、野球場（４面）
くじら運動公園：少年サッカー場（２面）、少年野球場（４
面）、テニスコート（５面）
美ノ宮公園：ソフトボール場

（利用実績）
昭和公園：市民球場（617件）、陸上競技場（32件）、サッカー場
（360件）、テニスコート（4,678件）、駐車場利用台数：
77,008台
大神公園：サッカー場（584件）、野球場（2,534件）
くじら運動公園：少年サッカー場（1,456件）、野球場（1,791
件）、テニスコート（4,638件）、ソフトボール場（2,115件）
美ノ宮公園：ソフトボール場（329件）

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 46,894 86,402 84,042 160,750 都支出金

・市町村総合交付金
・ユニバーサルデザ
インのまちづくり緊
急推進事業補助金

その他特定財源
・昭和公園運動施設
等使用料
・市民球場施設命名
権
・庁舎等光熱水費

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

スポーツ基本法
大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

03 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 05 目

スポーツ振興 担当 星野　敏明
係 スポーツ振興 電話 544-4152

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

運動施設管理運営
部 生涯学習 課長 枝吉　直文
課

中項目 04 スポーツ・レクリエーション 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 昭島市スポーツ推進計画（平成28年度～平成33年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

　引き続き、市民図書館協議会の有効な活用を図るた
め、委員報酬を予算計上する。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　図書館活動の充実のための点検及び評価機関とし
て機能しており、今後の新図書館への移行も控え図
書館運営のなかでより一層その役割と意義は重要と
なる。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 2

判
断
理
由

　図書館運営に関して、図書館長に対して意見を
述べる機関であり、必要度は高い。 判

断
理
由

　図書館法の趣旨に基づき活動がなされている。図
書館法第１４条に基づき設置、昭島市民図書館協議
会条例第３条に基づき公募委員２名を含めて委員を
委嘱しており、実施方法は適切である。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　図書館運営にあたって的確な助言を得ている。
判
断
理
由

　３回の会議のなかで教育福祉総合センターや市民
図書館の将来を効率的に議題とすることができた。
また、計画進行中の第三次子ども読書活動推進計画
に関する評価等会議を２回併催し、進捗状況の確認
をした。

総事業費 千円 1,040 1,134 1,038 1,136
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 240 300 240 300
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

市民、図書館関係団体、教育機関、図書館職員 図書館運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の
行う図書館奉仕につき、図書館長に対して意見を述べること
により図書館の健全な発達を促進することを目的とする。

実施内容 実績・成果
○図書館協議会の開催
○子ども読書活動推進計画評価等会議の開催

○図書館協議会を年３回開催し、教育福祉総合セン
ター整備事業について及びに事業報告の承認などを
行った。
○子ども読書活動についての事業の実施報告及びに予
定の承認を行った。

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 240 300 240 300

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 図書館法　昭島市民図書館協議会条

例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

05 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民図書館管理 担当 井上　直樹
係 管理係 電話 042-543-1523

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市民図書館協議会事務
部 生涯学習 課長 磯村　義人
課

中項目 02 図書館活動 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

〇指定管理者制度の維持と適切な評価モニタリング
○アキシマエンシスの施設管理

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

A 成果拡大に向けて実
施方法を見直し

　今年度から市民図書館全館が指定管理者による管
理運営に移行し、さらに令和２年３月には教育福祉
総合センターにおいて新しい図書館が開館する。
　今後は、新図書館の開館に向けた資料移転や、最
新機能を含んだ新図書館システムの稼動など様々な
準備に万全を期す。

(前年度 A ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 5 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

　本事業が市民図書館の根幹を成す事業である。
判
断
理
由

　平成28年度に策定した昭島市民図書館基本方
針・基本計画に基づき、各種事業を実施している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

　30年度は緑会館空調工事に伴う緑分館の一時休館もあった
が、このこと以外では来館者及び貸出数も前年度とほぼ同じ
水準で事業を実施した。また、講演会等の各事業についても
おおむね好評を得ており、市民に親しまれ、また、暮らしに
役立てていただけたと判断する。

判
断
理
由

　事業の実施数と内容については、毎年、大きな変
化はないので実質的なコストは変わらない。

総事業費 千円 234,223 242,271 235,092 384,102
人工数 人 2.40 3.20 3.20 0.00

再任用代替嘱託職員人件費 千円 6,960 9,280 9,280 0
人工数 人 4.40 1.60 1.60 0.00

再任用職員人件費 千円 21,120 7,392 7,568 0
人工数 人 9.90 11.90 11.90 4.90

一般職員人件費 千円 79,200 99,246 94,962 40,964
一般財源 千円 126,327 125,494 123,282 343,138
その他特定財源 千円 297 309
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円 319 550

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

市民 昭島市民図書館基本方針・基本計画に基づき、地域に開かれ
た知の拠点として、また、生涯にわたる自主的学習の場とし
て、市民に親しまれ、暮らしに役立つ図書館運営を行う。

実施内容 実績・成果
○図書資料閲覧貸出業務
○子ども読書活動推進事業の実施
（小学校新一年生における貸出券の作成、おはなし会の実
施、学校等への派遣事業。講演会・講習会の開催、中学高
校生の読書フォーラム2019、司書教諭等研修会）
○本のリサイクル事業
○録音図書作成及び貸出などの障害者サービスの実施
○調べごと相談

○図書館資料の貸出し冊数　655,494冊
○新小学１年生593人の貸出券交付
○おはなし会実施回数　178回（参加者1,158名）の外、講
演会を８事業余り、その他学校への派遣事業等を実施
○リサイクル展を2回実施し、合計4,044冊を配布
○図書館施設見学579名、職場体験学習41人実施　○オン
ラインデータベース利用件数（延べ）91件
○調べごと相談受付件数　191件

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 126,943 126,353 123,282 343,138 都支出金

・障害者施策推進区
市町村包括補助金
その他特定財源
・行政財産使用料
・複写機利用料
・ホームページ等広
告掲載料
・一般寄附金

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 図書館法、昭島市民図書館条例、昭島市民図書館

運営規則、昭島市民図書館基本方針・基本計画、
第三次昭島市子ども読書活動推進計画大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

05 細目 003 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民図書館管理課 担当 井上　直樹
係 管理係 電話 042-543-1523

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

図書館管理運営
部 生涯学習 課長 磯村　義人
課

中項目 02 図書館活動 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

利用者の安全面や利便性を考慮した施設改修を毎年
行ってきているが、開館から更新されていない機器等
も未だに存在する。更新時期の調整や限られた経費の
中で効果的・効率的に施設の維持管理ができるよう努
めたい。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持　経費節減を図りつつ、施設の安全性を確保するた
め、経年劣化による設備・機器の修繕等を実施して
いく必要がある。
　他の管理運営方法等については、公民館施設と併
用のため、課題等検討を要する。
　また、公共施設等総合管理計画において、市民会
館の指定管理者導入について検討することとなって
おり、導入に向けた準備を進める必要がある。

(前年度 B ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 5 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

施設の維持管理、運営に要する経費等であるた
め、当該事業の優先度は高い。 判

断
理
由

市民会館の安全性を確保するため、多くの委託項目
の中で設備等保守点検委託を実施している。また、
施設・設備の老朽箇所の修繕、備品類の更新等を行
い、施設の維持管理に努めている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

老朽化した、館内の空調の重要機器である冷温水
発生機の修繕を実施し、利用者の利便性と快適性
の向上に貢献した。

判
断
理
由

施設維持管理、保守委託、施設備品の更新等、限ら
れた経費の中で効率的・計画的に実施している。平
成２６年度から実施しているネーミングライツ制度
や防衛９条の基金等を活用し歳入や財源の確保を図
る。

総事業費 千円 245,909 241,238 235,460 168,342
人工数 人 0.80 0.80 0.80 0.80

再任用代替嘱託職員人件費 千円 2,320 2,320 2,320 2,320
人工数 人 1.80 1.80 1.80 1.80

再任用職員人件費 千円 8,640 8,316 8,514 8,298
人工数 人 2.90 2.90 2.90 2.90

一般職員人件費 千円 23,200 24,186 23,142 24,244
一般財源 千円 78,655 86,214 81,282 86,339
その他特定財源 千円 24,794 30,202 104,202 41,141

6,000
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円 58,000 74,000 0 0
都支出金 千円 50,300 16,000 16,000

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

市民、市民会館利用団体（社会教育団体、文化事業
協会、社会福祉法人、学校、劇団、会社・事業所
等）

市民の文化活動の場であり、芸術鑑賞の機会を提供
し、芸術を創造・発信する場としての市民会館の機能
を維持するため。

実施内容 実績・成果
◯施設貸出業務　◯施設維持管理（施設消耗品、施
設光熱水費、施設修繕、樹木剪定等）　◯施設設備
等保守委託１７項目（舞台等設備管理業務委託、清
掃委託、空調設備保守委託等）　◯施設用備品（学
習会議室用椅子、大ホール用磁気ループシステム専
用受信機）
◯外壁改修工事（H29・H30年度継続事業）

6月30日まで外壁改修工事のため休館。開館日数は
141日で、社会教育団体、文化事業協会、学校、劇団
等の団体に利用され、利用率は67％、鑑賞者数は延べ
61,218人であった。吹奏楽・オーケストラ、舞踊、
合唱など、幅広い催物で利用された。
また、経年劣化による市民会館の外壁のクラックや、
屋上の防水機能について、利用者の安全性を確保する
ため、改修を実施した。

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 211,749 206,416 201,484 133,480 国庫支出金

・特定防衛施設周辺整備調整
交付金
都支出金
・市町村総合交付金
その他特定財源
・特定防衛施設周辺整備調整
交付金事業基金繰入金
・行政財産使用料
・市民会館使用料
・市民会館・公民館駐車場使
用料
・庁舎等光熱水費
・雇用保険料
・施設命名権収入

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 昭島市民会館条例

昭島市民会館条例施行規則大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

06 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民会館・公民館 担当 山本　　潤
係 管理係 電話 内線2277

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市民会館管理運営
部 生涯学習部 課長 吉村　久実
課

中項目 03 文化・芸術 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け

409



義務(
任意(

さまざまな年齢層や趣向等に対応した多彩な事業を実
施し、より多くの市民に芸術鑑賞の場を提供したい。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持市民が文化芸術に親しみ、感動や喜び、安らぎなど
を享受できるような事業を選定、企画しているが、
内容や対象により集客数が見込めない事業もあるた
め収支のバランスに偏りが見られる。今後、事業の
選定には十分留意したい。
また、今後指定管理者制度が導入された場合、文化
事業協会自体の在り方を検討する必要がある。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

市民への文化芸術鑑賞の機会を提供する目的のた
めの事業であり、当該事業の優先度は2番目であ
る。

判
断
理
由

文化事業協会理事会での意見を基に、近隣市の公演
状況や集客率、また当市での過去の実施状況等を参
考に、事業内容を考慮し実施している。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

開催事業の内容については、あらゆる年齢層を対
象とするため、偏りのないように選定し実施して
いる。

判
断
理
由

文化事業協会専任職員及び臨時職員の２名で業務を
行い、補助金を活用しながら効率的な事務事業を実
施した。

総事業費 千円 18,200 18,434 18,398 18,436
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 17,400 17,600 17,600 17,600
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

昭島市文化事業協会 市民を対象に、身近なところで優れた芸術文化に触
れ、気軽に鑑賞できるような多様な芸術鑑賞の機会を
提供する。

実施内容 実績・成果
◯市民会館条例施行規則第16条の規定に基づき指
定された団体である、昭島市民会館文化事業協会に
補助金を交付し、市民会館の向上に寄与するため、
市民会館大ホール及び公民館小ホール等を利用し
て、公益的な文化芸術事業を実施する。
◯大ホール自主事業６回、小ホール事業２回、大
ホール共催事業４回、合計12回の事業を実施し
た。

平成30年度の事業は、12回の実施において入場者数
は、延べ7,035人である。事業収入（チケット売上
金、広告掲載手数料、販売手数料等）と市補助金で運
用している。

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 17,400 17,600 17,600 17,600

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 市民会館文化事業協会補助金交付要綱、文化芸術

基本法、市民会館条例、市民会館条例施行規則、
市文化芸術振興基本条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

06 細目 003 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民会館・公民館 担当 山本　　潤
係 管理係 電話 内線2277

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

文化事業協会補助事業
部 生涯学習部 課長 吉村　久実
課

中項目 03 文化・芸術 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

○当該事務事業は、民意を反映する審議会に係る事務
であり、既に最低限度の額のため現状維持を予定して
いる。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持○多岐にわたる提言等をいかに事業へ導入していく
か。
○事務事業の特殊性による職員の専門性の向上。
○任期（２年）で多くの委員が変わり、適切な調査
審議までに時間を要する。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 2 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

同審議会の提案等により公民館事業をより市民
ニーズの高い事業環境へ醸成している。 判

断
理
由

社会教育法に基づき設置され、民意を反映する機関
として機能しているため、他機関では難しく、妥当
性がある。法的には館長の諮問機関となっている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

公民館運営審議会の提案等により、公民館事業に
民意を取り入れ、市民ニーズの高い事業環境へ醸
成する成果がおおむねある。

判
断
理
由

前年度に比べコストはやや増加したが、これは、前
年度委員の欠員が出たため一時的に報償費が減った
ことによるものであり、増加分は、通常の委員人数
分の支払いのためである。事業内容についての調査
審議や提言は随時行われた。

総事業費 千円 2,167 2,290 2,184 2,239
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.10 0.10 0.10 0.10

一般職員人件費 千円 800 834 798 836
一般財源 千円 1,367 1,456 1,386 1,403
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

公民館運営審議会委員 調査審議により、利用する市民や団体へ良好な学習環
境を醸成する効果や市民ニーズの高い講座等事業の提
供を図る効果がある。

実施内容 実績・成果
○公民館運営に関し必要な事項を審議。
○公民館各種事業の企画実施について必要な事項を
調査審議。
○公民館の課題について検討
○諮問を受け答申を作成
○定例会月1回開催のほか、東京都公民館連絡協議
会研修会等への参加

公民館運営審議会（定例会）を年間12回実施し、公民
館事業について随時提案を行うなかで、市民大学のあ
り方について協議し、建議書「昭島市民大学の検討及
び提言」を提出するなど公民館事業をより民意の高い
ものへと導いている。また、定例会以外では、東京都
公民館研究大会や各種研修会に参加した。

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 1,367 1,456 1,386 1,403

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 社会教育法　市公民館運営審

議会条例　市特別職報酬条例大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

07 細目 002 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民会館・公民館 担当 遠藤　弘文
係 事業係 電話 内線2277

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

公民館運営審議会事務
部 生涯学習部 課長 吉村　久実
課

中項目 03 文化・芸術 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 市上乗せあり)
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義務(
任意(

当該事務事業は、消耗品費等が最低限度の額であり、
毎年精査はしているが、現状並みの予算計上の見込
み。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持・小ホールは利用率が高い反面、予約がとりにくい
状況にある。・防音施設として小ホール・音楽室・
集会室があるが、音楽団体が多い中、新設の要望が
多い。
・経年劣化する備品等の入れ替え。
・市民会館に指定管理者が導入された場合に、公民
館の管理運営について検討する必要がある。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 3 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

社会教育法第3条に、地方公共団体はあらゆる機会にあらゆる
場所を利用して、市民が実際生活に即する教養を高められる
られるような施設の設置や運営が奨励されている。また、平
成29年9月の市民意識調査において市民活動のために市が力
を入れるべきことに「活動場所の提供」の割合は28.7%ある
ことも勘案した。

判
断
理
由

公民館と市民会館の併設館により合理的な事業運営
となっているので、現状の方法が妥当である。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 4

判
断
理
由

施設の利用率の高さなどから成果は上がってい
る。また、社会教育法の観点からもおおむね目的
を達成している。

判
断
理
由

コストの増加（前年度比6.3％）は、備品を購入し
た影響によるものだが、サービス内容や量は変わら
なく効率的に実施できた。

総事業費 千円 4,725 5,031 4,812 5,133
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.40 0.40 0.40 0.40

一般職員人件費 千円 3,200 3,336 3,192 3,344
一般財源 千円 639 76 497 555
その他特定財源 千円 886 1,619 1,123 1,234
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

市民、公民館登録団体 市民に実際生活に即する教育、学術及び文化に関する学習の
場を提供することで、教養の向上、健康の増進、生活文化の
振興、社会福祉の増進に寄与する。

実施内容 実績・成果
○市民の集団活動の拠点、学び、文化創造の場とし
ての施設の提供
○自由に集える拠点の場として新聞、書籍等閲覧の
提供
○印刷機の設置
○複写機（有料）の設置
○視聴覚機材の提供

公民館で活動する団体は、約400団体あり、市民活動
の拠点となっている。施設の利用率も89％と市民ニー
ズは高い。

施設利用人員総数：124,641人
公民館使用料収入：908,660円
複写機利用料収入：214,000円

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 1,525 1,695 1,620 1,789 その他特定財源

・公民館使用料
・複写機利用料
・市民総合賠償保障
保険金

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 社会教育法　昭島市公民館条例

同条例施行規則大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

07 細目 003 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民会館・公民館 担当 遠藤　弘文
係 事業係 電話 内線2277

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

公民館管理運営
部 生涯学習部 課長 吉村　久実
課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） あきしま学びプラン（第2次生涯学習推進計画） 市上乗せあり)

第五次総合基本計画における位置付け
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義務(
任意(

○各種講座等事業の市民ニーズ、効果、意義を精査し
予算編成に努める。
○市民の自主的な学びを支援するため、自主市民講座
の実施回数を増やしていきたい。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持○市民ニーズが多種、多様になり講座の企画が難し
い。
○市民企画事業や実行委員会形式の事業は、多くの
時間や人手が必要となる。
○講座等に若い参加者が少ない。
○遠方の市民の参加者が少ない。
○市民大学の受講者が減少している。次年度以降、
実施方法などを改善する必要を感じている。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

刻々と変化する現代社会において、生涯いつでも学べる教育
環境を醸成することが大切で、各種講座等事業を開設する必
要がある。これらの学びにより家庭や地域社会の教育力の向
上や社会福祉の増進へ導くことになる。優先度は２番目であ
るが１番目と僅差である。

判
断
理
由

講座等事業の実施は職員が企画運営の多くを担っているが、市民
企画事業や協働事業を取り入れ住民参加型の地域と歩む公民館を
目指している。公民館は、社会的課題講座の解決や市民協働事業
など連携が求められる中、コーディネート能力が必要であり、地
域の行政や住民を良く知る市職員の存在が不可欠で実施方法は妥
当である。

③達成度（成果はどの程度あるか） 4 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

年間を通じ社会的・地域的課題講座や市民ニーズ
の高い文化芸術等の講座を実施し、学習の機会提
供及び文化振興を図り達成度は高い。

判
断
理
由

講座等事業は通年並みとなったが、講師等の構成を工夫し
予算額に対し支出抑制に努め、コストは前年度とほぼ同等
に収まった。

総事業費 千円 33,214 34,816 32,809 35,010
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 3.80 3.80 3.80 3.80

一般職員人件費 千円 30,400 31,692 30,324 31,768
一般財源 千円 2,104 2,193 1,661 2,108
その他特定財源 千円 144 269 162 326

808
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円 566 662 662

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

市民 市民の実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の講
座事業などをとおし、教養の向上や健康の増進、生活文化の
振興、社会福祉の増進に寄与する。

実施内容 実績・成果
○市民講座11事業35回　○市民大学4事業38回
○地域公民館事業4事業10回　○交流鑑賞発表のつ
どい2事業3回（市民文化祭は除く）○自主企画事
業2事業12回　○障がい者青年学級1事業20回
○研修・講習事業1事業1回　○利用者懇談事業3事
業12回
○共催事業1事業1回

市民講座等26事業を実施。講座の受講や鑑賞事業、学
級事業等を通し、教養の向上や健康の増進、交流等の
社会福祉の増進に寄与できた。また、市民大学修了生
や各種講座の受講生が市の審議会委員として活動した
り、福祉や環境などの地域活動を行うなど成果が出て
いる。そのほか、高齢者向け事業、保育付事業、障が
い者学級では、一部都補助金の対象となっている。

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 2,814 3,124 2,485 3,242 都支出金

・障害者施策推進区
市町村包括補助金
・高齢社会対策区市
町村包括補助金
・子ども家庭支援区
市町村包括補助金
その他特財
・公民館使用料
・各種講習会等負担
金

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 社会教育法　市公民館条例　同条例施行規

則　教育振興基本計画　第2次市生涯学習
推進計画大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

07 細目 004 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民会館・公民館 担当 遠藤　弘文
係 管理係 電話 内線2277

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

学級・講座等事業
部 生涯学習部 課長 吉村　久実
課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） あきしま学びプラン（第2次生涯学習推進計画） 市上乗せあり)
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義務(
任意(

○文化芸術の振興に寄与できる当事業であるが、総合
基本計画の参加者数の目標値になかなか近づかない。
より多くの方が観覧できるよう周知方法を拡大したい
と考えているので予算増の見込み。

課
題
と
今
後
の
方
向
性

現状及び中長期的な課題 今後の方向性

E 現状を維持○委託事業であるが事務局として担当職員の役割や
負担が多い。
○参加団体が固定化し、観覧者も減少傾向にある。
新たな参加団体を発掘するとともに、広報活動を活
性化させることで、観覧者の増加を図りたい。ま
た、実施方法や内容について改善を図り、活気のあ
る文化祭へと変更していきたい。

(前年度 E ) →

令和2年度予算編成における具体的な取組

事
務
事
業
評
価

個別評価 ※　別紙「事務事業評価基準」による

①優先度（どの程度優先されるべきか） 4 ②妥当性（実施方法は妥当であるか） 3

判
断
理
由

文化祭は、市民の日頃の文化・芸術活動の成果を
発表する場として、また市民相互の交流を図る機
会として、多くの市民に親しまれ、ニーズもあ
り、文化活動の振興と地域文化の向上発展など活
力ある社会形成に必要である。

判
断
理
由

主催は市及び教育委員会であるが、運営を参加団体から選出され
た市民で構成される文化祭運営委員会へ委託している。開催まで
会議を重ね、日程の調整から委託金の管理、オープニングフェス
タの運営、のぼり旗の設置、会計収支の監査など市民委員が企
画・運営等を行っている。

③達成度（成果はどの程度あるか） 3 ④効率性（効率的に実施できたか） 3

判
断
理
由

参加77団体及び参加者も12,844人（1日平均
860人）と多くの市民に親しまれている。出展
者、出演者に、日頃の文化芸術活動等の成果を発
表する機会を提供でき好評を得ている事業であ
り、達成度は高い。

判
断
理
由

楽しみにしている市民も多い催事であるが、天候に
より参加者が左右されることがある。平成30年度
は、天気に恵まれわずかであるが参加者増となり、
また、コストは前年度とほぼ同額であり、効率的に
実施できた。

総事業費 千円 8,167 8,441 8,176 8,452
人工数 人

再任用代替嘱託職員人件費 千円
人工数 人

再任用職員人件費 千円
人工数 人 0.70 0.70 0.70 0.70

一般職員人件費 千円 5,600 5,838 5,586 5,852
一般財源 千円 2,567 2,603 2,590 2,600
その他特定財源 千円
地方債 千円

30決算 31当初予算

千円
都支出金 千円

事
務
事
業
概
要

目的
＜対象は誰、何か＞ ＜対象をどの程度の状態にすることを意図しているか＞

市民・市民団体 文化芸術振興は、心豊かな活力ある社会形成の形成重要な意
義がある。市民に日頃の文化・芸術活動の成果を発表できる
機会を提供し、生きがいづくりや市民の交流を図る。

実施内容 実績・成果
○10月5日～11月3日（15日間）
○主催：昭島市・昭島市教育委員会　主管：昭島市文化祭
運営委員会　○参加：27部門（78団体）　○演奏・演芸
（民謡、合唱、人形劇、朗読、うたごえ、歌謡、邦楽、芸
能、ｼｮｰﾀｲﾑ、フラダンス、音楽祭）○展示（美術展、書道
展、科学展、華道展、手工芸展、俳句展、平和展、山野草
展、盆栽展、短歌展、菊花展、写真展、陶芸展）○対局ほ
か（将棋、囲碁、茶会）

参加者：延12,844人
出展、出演者等：27部門（77団体）

備考＜特財名称等＞
直接事業費 千円 2,567 2,603 2,590 2,600

財
源
内
訳

国庫支出金

コスト (単位) 29決算 30当初予算

実施根拠＜法令、要綱等＞
政策項目 03 未来を育む　あきしま（教育・文化・スポーツの充実） 文化芸術基本法、社会教育法、市文化芸術

振興条例、文化芸術の振興に関する基本方
針、市民文化祭開催要項大項目 03 「あきしまらしさ」を築く（市民文化・学習・スポーツの推進）

07 細目 005 細々目 01 都補助等あり)予算科目コード 款 10 項 04 目

市民会館・公民館 担当 遠藤　弘文
係 事業係 電話 内線2277

令和元年度 事務事業評価（内部評価）シート　（平成３０年度実施事業）

基
本
デ
ー
タ

事務事業名 担当部署

市民文化祭事業
部 生涯学習部 課長 吉村　久実
課

中項目 01 生涯学習 法令による事業実施義務
個別計画（年度） 第2次昭島市教育振興基本計画 市上乗せあり)
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